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   証 券 取 引 委 員 会 設 置 法 案 要 綱 
第 一 目 的 

  こ の 法 律 は 、 証 券 取 引 委 員 会 の 設 置 並 び に 任 務 及 び こ れ を 達 成 す る た め 必 要 と な る 明 確 な 範 囲 の 所 掌 事

務 を 定 め る と と も に 、 そ の 所 掌 す る 行 政 事 務 を 能 率 的 に 遂 行 す る た め 必 要 な 組 織 を 定 め る こ と を 目 的 と す

る こ と 。                                    （ 第 一 条 関 係 ） 

第 二 設 置 

  内 閣 府 設 置 法 第 四 十 九 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ い て 、 内 閣 府 の 外 局 と し て 、 証 券 取 引 委 員 会 を 設 置 す る も

の と す る こ と 。                                 （ 第 二 条 関 係 ） 

第 三 任 務 

  証 券 取 引 委 員 会 は 、 証 券 取 引 及 び 金 融 先 物 取 引 の 公 正 を 確 保 し 、 有 価 証 券 の 投 資 者 及 び こ れ に 準 ず る 者

の 保 護 を 図 る と と も に 、 有 価 証 券 の 流 通 等 の 円 滑 を 図 る こ と を 任 務 と す る も の と す る こ と 。 （ 第 三 条 関 係 ） 

第 四 所 掌 事 務 

  証 券 取 引 委 員 会 は 、 第 三 の 任 務 を 達 成 す る た め 、 次 に 掲 げ る 事 務 を つ か さ ど る も の と す る こ と 。 
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 一 国 内 に お け る 証 券 取 引 及 び 金 融 先 物 取 引 に 係 る 制 度 の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る こ と 。 

 二 三 の イ か ら カ ま で に 掲 げ る 者 の 行 う 国 際 業 務 に 関 す る 制 度 の 企 画 及 び 立 案 に 関 す る こ と 。 

 三 次 に 掲 げ る 者 の 検 査 そ の 他 の 監 督 に 関 す る こ と 。 

  イ  証 券 業 を 営 む 者 

  ロ 有 価 証 券 債 務 引 受 業 を 営 む 者 

  ハ  証 券 金 融 会 社 

  ニ  投 資 信 託 委 託 業 者 

  ホ  投 資 法 人 

  ヘ  有 価 証 券 市 場 を 開 設 す る 者 

  ト 証 券 取 引 所 持 株 会 社 

  チ  証 券 業 協 会 

  リ 投 資 顧 問 業 （ 有 価 証 券 に 係 る 投 資 顧 問 業 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 投 資 顧 問 業

を い う 。 ） を 営 む 者 
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  ヌ 金 融 先 物 取 引 業 を 行 う 者 

  ル 金 融 先 物 債 務 引 受 業 を 行 う 者 

  ヲ 金 融 先 物 市 場 を 開 設 す る 者 

  ワ 金 融 先 物 取 引 所 持 株 会 社 

カ 特 定 目 的 会 社 、 特 定 譲 渡 人 及 び 原 委 託 者 （ そ れ ぞ れ 資 産 の 流 動 化 に 関 す る 法 律 第 二 条 第 三 項 、 第 百

五 十 条 の 三 第 一 項 及 び 第 百 六 十 三 条 に 規 定 す る 特 定 目 的 会 社 、 特 定 譲 渡 人 及 び 原 委 託 者 を い う 。 ） 

 四  投 資 者 保 護 基 金 の 業 務 及 び 組 織 の 適 正 な 運 営 の 確 保 に 関 す る こ と 。 

 五  投 資 者 保 護 基 金 に よ る 返 還 資 金 融 資 に 係 る 適 格 性 の 認 定 を 行 う こ と 。 

六  証 券 取 引 法 第 二 章 か ら 第 二 章 の 四 ま で の 規 定 に よ る 有 価 証 券 届 出 書 、 有 価 証 券 報 告 書 そ の 他 の 書 類 の

審 査 及 び 処 分 に 関 す る こ と 。 

 七 企 業 会 計 の 基 準 の 設 定 そ の 他 企 業 の 財 務 に 関 す る こ と 。 

 八 公 認 会 計 士 、 会 計 士 補 及 び 監 査 法 人 に 関 す る こ と 。 

 九  株 式 、 社 債 そ の 他 の 有 価 証 券 の 保 管 、 振 替 及 び 登 録 に 関 す る こ と 。 
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 十  証 券 取 引 及 び 金 融 先 物 取 引 に 係 る 知 識 の 普 及 に 関 す る こ と 。 

 十 一 証 券 取 引 法 の 規 定 に よ る 課 徴 金 に 関 す る こ と 。 

 十 二 証 券 取 引 及 び 金 融 先 物 取 引 に 係 る 犯 則 事 件 の 調 査 に 関 す る こ と 。 

十 三 組 織 的 な 犯 罪 の 処 罰 及 び 犯 罪 収 益 の 規 制 等 に 関 す る 法 律 第 五 章 の 規 定 に 基 づ い て 、 届 出 及 び 通 知 を

受 け た 事 項 並 び に 提 供 を 受 け た 情 報 の 整 理 及 び 分 析 並 び に 疑 わ し い 取 引 に 関 す る 情 報 の 提 供 を 行 う こ と 。 

 十 四  所 掌 事 務 に 係 る 国 際 協 力 に 関 す る こ と 。 

 十 五  政 令 で 定 め る 文 教 研 修 施 設 に お い て 所 掌 事 務 に 関 す る 研 修 を 行 う こ と 。 

十 六  有 価 証 券 の 流 通 等 の 円 滑 を 図 る た め の 環 境 の 整 備 に 関 す る 基 本 的 な 政 策 に 関 す る 企 画 及 び 立 案 並 び

に 推 進 に 関 す る こ と 。 

十 七  一 か ら 十 六 ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 律 （ 法 律 に 基 づ く 命 令 を 含 む 。 ） に 基 づ き 証 券 取 引 委 員 会

に 属 さ せ ら れ た 事 務 

（ 第 四 条 関 係 ） 

第 五 職 権 の 行 使 
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  証 券 取 引 委 員 会 の 委 員 長 及 び 委 員 は 、 独 立 し て そ の 職 権 を 行 う も の と す る こ と 。   （ 第 五 条 関 係 ） 
第 六 組 織 

 １ 証 券 取 引 委 員 会 は 、 委 員 長 及 び 委 員 四 人 を も っ て 組 織 す る も の と す る こ と 。 

 ２ 委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 証 券 取 引 委 員 会 を 代 表 す る も の と す る こ と 。 

 ３ 委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委 員 が 、 そ の 職 務 を 代 理 す る も の と す る こ と 。 

（ 第 六 条 関 係 ） 

第 七 委 員 長 及 び 委 員 の 任 命 

 １ 委 員 長 及 び 委 員 は 、 両 議 院 の 同 意 を 得 て 、 内 閣 総 理 大 臣 が 任 命 す る も の と す る こ と 。 

 ２  委 員 長 又 は 委 員 の 任 期 が 満 了 し 、 又 は 欠 員 が 生 じ た 場 合 に お い て 、 国 会 の 閉 会 又 は 衆 議 院 の 解 散 の た

め に 両 議 院 の 同 意 を 得 る こ と が で き な い と き は 、 内 閣 総 理 大 臣 は 、 １ に か か わ ら ず 、 委 員 長 又 は 委 員 を

任 命 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。 

 ３  ２ の 場 合 に お い て は 、 任 命 後 最 初 の 国 会 に お い て 両 議 院 の 事 後 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い も の と す

る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 両 議 院 の 事 後 の 承 認 が 得 ら れ な い と き は 、 内 閣 総 理 大 臣 は 、 直 ち に そ の 委
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員 長 又 は 委 員 を 罷 免 し な け れ ば な ら な い も の と す る こ と 。 

（ 第 七 条 関 係 ） 

第 八 委 員 長 及 び 委 員 の 任 期 

 １ 委 員 長 及 び 委 員 の 任 期 は 、 三 年 と す る も の と す る こ と 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 長 又 は 委 員 の 任 期 は 、 前

任 者 の 残 任 期 間 と す る も の と す る こ と 。 

 ２ 委 員 長 及 び 委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る も の と す る こ と 。 

 ３  委 員 長 及 び 委 員 の 任 期 が 満 了 し た と き は 、 当 該 委 員 長 及 び 委 員 は 、 後 任 者 が 任 命 さ れ る ま で 引 き 続 き

そ の 職 務 を 行 う も の と す る こ と 。 

（ 第 八 条 関 係 ） 

第 九 委 員 長 及 び 委 員 の 身 分 保 障 

  委 員 長 及 び 委 員 は 、 証 券 取 引 委 員 会 に よ り 、 心 身 の 故 障 の た め 職 務 の 執 行 が で き な い と 認 め ら れ た 場 合

又 は 職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 委 員 長 若 し く は 委 員 た る に 適 し な い 非 行 が あ る と 認 め ら れ た 場 合 を 除 い て は 、

在 任 中 、 そ の 意 に 反 し て 罷 免 さ れ る こ と が な い も の と す る こ と 。           （ 第 九 条 関 係 ） 
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第 十 委 員 長 及 び 委 員 の 罷 免 

  内 閣 総 理 大 臣 は 、 委 員 長 又 は 委 員 が 第 九 に 該 当 す る 場 合 は 、 そ の 委 員 長 又 は 委 員 を 罷 免 し な け れ ば な ら

な い も の と す る こ と 。                              （ 第 十 条 関 係 ） 

第 十 一 委 員 長 及 び 委 員 の 服 務 等 

 １ 委 員 長 及 び 委 員 は 、 職 務 上 知 る こ と が で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い も の と す る こ と 。 そ の 職 を 退

い た 後 も 同 様 と す る も の と す る こ と 。 

 ２ 委 員 長 及 び 委 員 は 、 在 任 中 、 政 党 そ の 他 の 政 治 的 団 体 の 役 員 と な り 、 又 は 積 極 的 に 政 治 運 動 を し て は

な ら な い も の と す る こ と 。 

 ３ 委 員 長 及 び 委 員 は 、 在 任 中 、 内 閣 総 理 大 臣 の 許 可 の あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 報 酬 を 得 て 他 の 職 務 に 従 事

し 、 又 は 営 利 事 業 を 営 み 、 そ の 他 金 銭 上 の 利 益 を 目 的 と す る 業 務 を 行 っ て は な ら な い も の と す る こ と 。 

（ 第 十 一 条 関 係 ） 

第 十 二 委 員 長 及 び 委 員 の 給 与 

  委 員 長 及 び 委 員 の 給 与 は 、 別 に 法 律 で 定 め る も の と す る こ と 。          （ 第 十 二 条 関 係 ） 
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第 十 三 会 議 

 １ 証 券 取 引 委 員 会 は 、 委 員 長 が 招 集 す る も の と す る こ と 。 

 ２ 証 券 取 引 委 員 会 は 、 委 員 長 及 び 二 人 以 上 の 委 員 の 出 席 が な け れ ば 、 議 事 を 開 き 、 議 決 す る こ と が で き

な い も の と す る こ と 。 

 ３ 証 券 取 引 委 員 会 の 議 事 は 、 出 席 者 の 過 半 数 を も っ て こ れ を 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 委 員 長 の 決 す る

と こ ろ に よ る も の と す る こ と 。 

（ 第 十 三 条 関 係 ） 

第 十 四 勧 告 

 １ 証 券 取 引 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 証 券 取 引 又 は 金 融 先 物 取 引 の 公 正 を 確 保 す る た め 行

う べ き 行 政 処 分 そ の 他 の 措 置 に つ い て 内 閣 総 理 大 臣 に 対 し 勧 告 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。 

 ２ 証 券 取 引 委 員 会 は 、 １ の 勧 告 を し た 場 合 に は 、 内 閣 総 理 大 臣 に 対 し 、 当 該 勧 告 に 基 づ い て と っ た 措 置

に つ い て 報 告 を 求 め る こ と が で き る も の と す る こ と 。 

（ 第 十 四 条 関 係 ） 
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第 十 五 建 議 

  証 券 取 引 委 員 会 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 証 券 取 引 又 は 金 融 先 物 取 引 の 公 正 を 確 保 す る た め に 必

要 と 認 め ら れ る 施 策 に つ い て 内 閣 総 理 大 臣 又 は 財 務 大 臣 に 建 議 す る こ と が で き る も の と す る こ と 。 

（ 第 十 五 条 関 係 ） 

第 十 六 公 表 

  証 券 取 引 委 員 会 は 、 毎 年 、 そ の 事 務 の 処 理 状 況 を 公 表 し な け れ ば な ら な い も の と す る こ と 。 

（ 第 十 六 条 関 係 ） 

第 十 七 事 務 局 

  証 券 取 引 委 員 会 の 事 務 を 処 理 さ せ る た め 、 証 券 取 引 委 員 会 に 事 務 局 を 置 く も の と す る こ と 。 

 （ 第 十 七 条 関 係 ） 

第 十 八 関 係 行 政 機 関 と の 協 力 

 １ 証 券 取 引 委 員 会 は 、 そ の 所 掌 事 務 を 遂 行 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 行 政 機 関 の 長 に 対

し 、 資 料 の 提 出 、 説 明 そ の 他 の 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る も の と す る こ と 。 
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 ２ 証 券 取 引 委 員 会 及 び 証 券 等 関 連 業 者 （ 証 券 取 引 委 員 会 の 所 掌 に 係 る 事 業 に 類 似 し 、 又 は 密 接 に 関 連 す

る 事 業 を 営 む 者 を い う 。 ） に 対 す る 検 査 を 所 掌 す る 行 政 機 関 の 長 は 、 効 率 的 な 検 査 の 実 施 の た め 、 意 見

の 交 換 を 図 る と と も に 、 そ れ ぞ れ の 求 め に 応 じ 、 そ れ ぞ れ の 職 員 に 協 力 さ せ る こ と が で き る も の と す る

こ と 。 

（ 第 十 八 条 関 係 ） 

第 十 九 公 認 会 計 士 ・ 監 査 審 査 会 

 １ 別 に 法 律 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 券 取 引 委 員 会 に 置 か れ る 審 議 会 等 は 、 公 認 会 計 士 ・ 監 査 審 査 会 と す

る こ と 。 

 ２ 公 認 会 計 士 ・ 監 査 審 査 会 に つ い て は 、 公 認 会 計 士 法 （ こ れ に 基 づ く 命 令 を 含 む 。 ） の 定 め る と こ ろ に

よ る も の と す る こ と 。 

（ 第 十 九 条 関 係 ） 

第 二 十 施 行 期 日 

  こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る も の と
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す る こ と 。 た だ し 、 第 二 十 一 の １ は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る も の と す る こ と 。   （ 附 則 第 一 条 関 係 ） 
第 二 十 一 最 初 の 委 員 長 及 び 委 員 の 任 命 

 １ 第 七 の １ に よ る 証 券 取 引 委 員 会 の 委 員 長 及 び 委 員 の 任 命 の た め に 必 要 な 行 為 は 、 こ の 法 律 の 施 行 前 に

お い て も 行 う こ と が で き る も の と す る こ と 。 

 ２ こ の 法 律 の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 任 命 さ れ る 証 券 取 引 委 員 会 の 委 員 長 及 び 委 員 の 任 命 に つ い て 、 国 会 の

閉 会 又 は 衆 議 院 の 解 散 の た め に 両 議 院 の 同 意 を 得 る こ と が で き な い と き は 、 第 七 の ２ 及 び ３ を 準 用 す る

も の と す る こ と 。 

（ 附 則 第 二 条 関 係 ） 

第 二 十 二 政 令 へ の 委 任 

  第 二 十 一 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 政 令 で 定 め る も の と す る こ と 。 

（ 附 則 第 三 条 関 係 ） 

第 二 十 三 関 係 法 律 の 整 理 

  こ の 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 に つ い て は 、 別 に 法 律 で 定 め る も の と す る こ と 。 



                                        一 二 

（ 附 則 第 四 条 関 係 ） 

 


